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【Ｐ 10 ちょび塩クイズ答え：①～⑤の全て】　長崎大学病院の松尾医師によ
ると、高齢者の多くが悩む「夜間頻尿」の原因には、水分だけでなく、
食塩の摂り過ぎも深く関係すると報告されています。

あ
な
た
の
『
権
利
を
守
る
制

度
』
知
っ
て
い
ま
す
か

　

秋
風
が
心
地
よ
い
季
節
に
な
り

ま
し
た
ね
。
お
変
わ
り
な
く
お
過

ご
し
で
し
ょ
う
か
。

　

突
然
で
す
が
、
あ
な
た
が
一
人

暮
ら
し
で
、
認
知
症
や
加
齢
に
よ

る
認
知
機
能
の
低
下
、
精
神
的
な

障
害
な
ど
に
よ
っ
て
、
日
常
生
活

を
送
る
う
え
で
判
断
が
十
分
に
で

き
な
い
状
態
に
な
っ
た
場
合
を
思

い
浮
か
べ
て
く
だ
さ
い
。
あ
な
た

は
ど
の
よ
う
な
気
持
ち
に
な
る
で

し
ょ
う
か
。
例
え
ば
、
自
分
で
お

金
の
管
理
や
い
ろ
い
ろ
な
手
続
き

が
で
き
る
だ
ろ
う
か
、
自
分
の
気

持
ち
を
周
囲
に
伝
え
る
こ
と
が
で

き
る
だ
ろ
う
か
、
そ
の
気
持
ち
を

受
け
と
め
て
く
れ
る
人
が
い
る
だ

ろ
う
か
…
な
ど
不
安
な
気
持
ち
に

な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

今
回
は
、
日
常
生
活
を
送
る
う

え
で
判
断
を
十
分
に
行
う
こ
と
が

難
し
く
な
っ
た
場
合
の
権
利
や
財

産
を
守
る
た
め
の
制
度
に
つ
い
て

ご
紹
介
し
ま
す
。

【
地
域
福
祉
権
利
擁
護
事
業
】

（
※
利
用
料
金
が
発
生
し
ま
す
）

　

利
用
さ
れ
る
方
が
で
き
る
だ
け

自
分
で
必
要
な
手
続
き
を
行
う
こ

と
が
で
き
る
よ
う
、
相
談
を
し
な

が
ら
支
援
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
実
施
主
体
は
社
会
福
祉
協

議
会
で
、
利
用
す
る
際
に
は
申
請

が
必
要
で
す
。

　

支
援
内
容
と
し
て
は
、
福
祉

サ
ー
ビ
ス
利
用
援
助
（
福
祉
サ
ー

ビ
ス
に
関
す
る
必
要
な
手
続
き
を

一
緒
に
考
え
て
支
援
を
す
る
）、
日

常
的
金
銭
管
理
サ
ー
ビ
ス
（
毎
日

の
暮
ら
し
に
必
要
な
お
金
の
管
理

の
支
援
を
す
る
）、
書
類
等
預
か
り

サ
ー
ビ
ス
（
年
金
証
書
、
預
貯
金

通
帳
、
印
鑑
な
ど
を
安
全
な
場
所

で
預
か
る
）
が
あ
り
ま
す
。

【
成
年
後
見
制
度
】

（
※
利
用
料
金
が
発
生
し
ま
す
）

　

利
用
さ
れ
る
方
に
代
わ
っ
て
利

用
者
の
思
い
を
大
切
に
し
、
寄
り

そ
い
な
が
ら
支
援
を
し
て
く
れ
る

人
を
家
庭
裁
判
所
に
決
め
て
も
ら

い
ま
す
。
利
用
す
る
際
に
は
申
し

立
て
の
手
続
き
が
必
要
で
す
。

　

支
援
内
容
と
し
て
は
、
財
産
の

適
切
な
管
理
（
日
常
生
活
費
や
年

金
、
預
貯
金
、
不
動
産
な
ど
を
管

理
す
る
）、
日
常
生
活
を
支
援
す
る

手
続
き
の
お
手
伝
い
（
介
護
・
福

祉
サ
ー
ビ
ス
利
用
の
手
続
き
を
支

援
す
る
）
が
あ
り
ま
す
。
判
断
能

力
の
程
度
に
応
じ
て
、
補
助
、
保

佐
、
成
年
後
見
の
3
つ
に
区
分
さ

れ
て
お
り
、
そ
の
区
分
に
よ
っ
て

支
援
内
容
が
変
わ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
判
断
能
力
が
低
下
し
た
場

合
の
備
え
と
し
て
任
意
後
見
制
度
が

あ
り
ま
す
。
十
分
な
判
断
が
で
き
る

あ
い
だ
に
、
自
分
の
代
わ
り
に
行
っ

て
く
れ
る
人
や
し
て
も
ら
い
た
い
こ

と
を
契
約
で
決
め
て
お
く
制
度
で

す
。
利
用
す
る
際
に
は
申
し
立
て
の

手
続
き
が
必
要
で
す
。

　

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
で

は
、
高
齢
の
方
の
権
利
や
財
産
を

守
る
制
度
を
ご
紹
介
し
て
い
ま

す
。
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

周
防
大
島
町
社
会
福
祉
士　

大
樂　

明
日
海

■
問
い
合
わ
せ

　

介
護
保
険
課 

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

　

☎
０
８
２
０
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）
５
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　暴力は、その対象の性別や被害者・加害者の関係性を問
わず決して許されるものではありません。特に、夫・パー
トナーからの暴力、性犯罪、売買春、セクシュアル・ハラ
スメント、ストーカー行為、人身取引等、女性に対する暴
力は、女性の人権を著しく侵害するものであり、男女共同
参画を形成していく上で克服すべき重要な課題です。
　加害者と被害者を生まないため、この運動をきっかけ
に人権尊重や暴力のない社会について考えてみませんか。

問政策企画課 地域振興班　☎ 0820（74）1007

11 月 12 日～ 25 日は
「女性に対する暴力をなくす運動」期間です

　 一人で悩まず、相談してください

性犯罪・性暴力被害者のための
ワンストップ支援センター

♯８８９１

電話で相談 ＳＮＳで相談
性暴力に関するＳＮＳ相談

「Cure  time（キュアタイム）」

【
課
長
級
】

▼
健
康
増
進
課
長

　

大
久
保
晴
美

　
（
健
康
増
進
課
医
療
保
険
班
長
）

【
班
長
級
】

▼
総
務
課
付
け
班
長

　

中
野
賢
一

　
（
建
設
課
土
木
建
設
班
長
）

▼
健
康
増
進
課
医
療
保
険
班
長

　

西
村
寿
海
（
契
約
監
理
課
）

▼
建
設
課
土
木
建
設
班
長

　

林　

泰
彦
（
下
水
道
課
）

【
新
採
用
（
一
般
職
）】

▼
政
策
企
画
課　
　
　

秋
山
誠
賀

　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
柳
彩
華

▼
税
務
課　
　
　
　
　

阿
部
菜
月

▼
契
約
監
理
課　
　
　

藤
中
大
和

▼
商
工
観
光
課　
　
　

秋
本
真
里

▼
下
水
道
課　
　
　
　

末
長　

歩

　
　
　
　
　
　
　
　
　

森
本
順
一

町
職
員
の
異
動
　
　
10
月
１
日
付
（
　
）
内
は
旧
所
属


